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はじめに 

 

 少子高齢化時代を迎え、大学を取り巻く環境は大きく変わりつつあり、とりわけ地方の

私立大学は、今後ますます厳しい時代を迎えることが予想されている。 

 

そのような中、平成 30年中央教育審議会において、「2040 年に向けた高等教育機関のグ

ランドデザイン」が示され、高等教育の将来像は国が示すだけではなく、それぞれの地域

において、高等教育機関が産業界や地方公共団体を巻き込んで、それぞれの将来像となる

地域の高等教育のグランドデザインが議論されるべき時代を迎えていると文部科学省に答

申がなされた。 

 

また、令和 2 年の「まち・ひと・しごと創生基本方針 2020」においても、「キラリと光

る地方大学づくり」等を推進するとともに、魅力ある地方大学の実現に向けた改革を行う

ことで、若い世代の地方への流れを促進しつつ、地域の将来を担う人材を育成・確保し、

進学・就職時の地方への定着を推進するとし、現在、具体的な取組が進められている。 

  

こうした状況を背景に、令和元年 8 月 6 日に学校法人徳山教育財団より「徳山大学の公

立化に関する要望書」を受け、令和 2 年 5月 26日には「徳山大学の現状と大学改革および

将来像」（以下、「将来像」）が示された。 

 

そのため、市においては、徳山大学庁内検討会議を設置するとともに、学識経験者や教

育関係者、産業界で構成し、専門的・多面的な見地から公立化を検討する徳山大学公立化

有識者検討会議（以下、「有識者会議」）を開催し、本年 3月 18日に報告書の提出を受けた

ところである。 

 

市では、本報告書を踏まえ、公立化を大学改革の有効な手段と考え、高等教育機関であ

る大学を生かしたまちづくりを進めるため、市民からの意見も参考にしながら、この度、

「大学を生かしたまちづくりの方向性－徳山大学公立化についての市の考え方－」を作成

した。 
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１．有識者検討会議からの提言 

 令和 2年 9 月から、合計 5 回の有識者会議において、専門的な知見から公立化に関する

様々なテーマを議論していただき、それらを踏まえ、学生・教員の確保や大学を生かした

まちづくり、地域の魅力向上、大学運営に対する財政負担等の論点から、メリットや課題、

市や大学への意見をまとめ、最終的な提言をいただいた。 

 

（１）検討テーマ 

回 検討テーマ 

第 1回 
・大学を取り巻く環境について 

・徳山大学の現状について 

第 2回 

・私立大学の公立化事例について 

・徳山大学の将来構想について 

・新たな学部学科の設置について 

第 3回 

・市との政策連携や地元人材の育成定着について 

・大学の経済波及効果について 

・地域枠の設定や特待生制度、その他公立大学運営全般について 

第 4回 
・経営収支の見通しについて 

・施設改修、整備に係る経費の見通しについて 

第 5回 

・徳山大学公立化に係るメリットや課題、市や徳山大学に対する意見等に

ついて 

・報告書のとりまとめについて 

 

（２）公立化のメリットや課題、市や大学への意見 

 公立化により、ブランド力の向上や学費の低廉化による進学機会の創出、地域のシンク

タンク機能の強化といった多くのメリットがあることが示された。また、質の高い教員確

保や施設設備の老朽化に対する負担等の課題についても意見が出された。 

内容 主な意見 

メリット 

・ブランド力がつき、受験生が増えて競争倍率が上がる 

・産業界とも連携しやすくなるとともに、向学心が旺盛であっても経済

的な事情で大学への進学がかなわないという地元の高校生に対する

就学支援もしやすくなる 

・現在直面している地域課題の解決のみならず、今後地域が新たな夢を

描ける政策の形成や知見の提供に貢献できる、地域のシンクタンク

機能が発揮できる 

課題 

・社会が大きく変わる中、大学の教育の質の向上は常に追求していかな

ければならず、そのためには、人材確保や施設設備の老朽化について

の財政負担が今後生じていくことを覚悟しなければならない。 

・看護・情報の２学科の開設というのが経営の安定に不可欠であるが、

教員確保がうまくいかないと新学科設置自体が難しいため、具体的

な見通しが必要 
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市や大学 

への意見 

・設立団体として周南市が大学を運営していくという強い意志を示し、

地域の財産である大学の存続は地域全体の課題であることを市民と

共有することが必要である 

・公立化を契機に、思い切った改革を進め、地域に必要とされる大学に

なるよう、積極的に組織改革や体制づくりに取り組むべき 

 

（３）提言の概要 

 以上を踏まえ、大学が地域に存在する価値は大きく、公立化により地域の財産として市

や市民がより運営に関わるという形で存続することは、経済的な効果や地域活性化、まち

づくりの観点からも意義があるものとの共通認識が得られた。また、県内高校生や事業者

を対象とした調査においても公立化を期待する声は多く、新学部学科の設置を含め公立化

が学生確保の観点から大きく寄与することが確認され、経営シミュレーションにおいては、

公立化当初の一時的な資金不足はあるが、自立的な運営が可能であることも示された。 

一方で、人口減少社会やデジタル化の進展など、大学のあり方にも影響を及ぼす様々な

課題にも留意が必要との指摘があった。 

■公立化による期待効果 

・地域内外問わず志願者の増加により意欲ある入学者の確保が期待できる 

・地域枠の設定や公立化による学費負担の軽減、学部学科の新設は、地域の高校生にと

っても進学や学びの選択肢を増やすこととなる 

・地域外からの入学者の増加は、卒業後の地域企業への就職等による定住人口の増加に

つがなる 

■大学を生かしたまちづくり 

・市、大学、企業、そして市民が一体となった周南市ならではの「大学を生かしたまち

づくり」に向けた検討が求められる 

・大学という地域資源について、周辺自治体と広域連携での運営等、より強固な協力・

連携の仕組みの検討も重要 

■徳山大学に求められる改革 

・高等教育機関として質の高い教育・研究がなされ、学生にとって魅力ある、地域に必

要とされる大学であり続ける必要がある 

・ビジョンの明確化やその実現に向けた全学的な改革が求められる 

■想定されるリスクと市の覚悟 

・市は設立団体として、大学の教育・研究の質の維持・向上、長期的な視点からの管理・

運営や施設維持、向上に最終的な経営責任を負うことになる 

・リスクを正しく認識・評価したうえで、そのリスクをマネジメントするために市と大

学が一体となって取り組む覚悟が必要 

〈その他〉 

・最終的な公立化の検討にあたっては、市民への説明責任、透明性の確保は重要であり、

市による丁寧な説明と対話が求められる 

・広く市民と共に考え、新しい、地域に必要とされる大学のあり方や方向性が建設的に

議論されることを期待する 
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２．公立化についての市の考え 

有識者会議では委員それぞれの専門的な見地から、中立的、客観的に、また大学の運営

という観点だけでなく、周南市のまちづくりという大きな視点で議論をしていただいた。 

公立化の検討にあたり、最も重要なことは、公立化により徳山大学が高等教育機関とし

てどのように発展し、また本市の今後のまちづくりや地域政策課題の解決にどう貢献して

いくのかを具体的に示すこと、そして、中長期的に市の財政にどのように影響を及ぼすの

かをしっかりと見極め、市民に説明していくことと考えている。 

  

（１）現状の認識 

 徳山大学は、昭和 46年に経済学部経済学科の単科大学として設立され、以来、地域の求

める人材の育成や大学が持つ知的資源を活用したまちづくりに大きく寄与してこられた。 

現在では、「地と知の拠点」となることを大学の使命と定め、「地域に輝く大学」として、

令和３年に創立 50 周年を迎えるにあたり、大学のミッションを「地域の持続的発展と価値

創造のための成長エンジンとなる」と定められた。また、全ての教職員が徳山大学の使命

と「地域に輝く大学」になるというビジョンを共有し、自らが大学における教育研究活動

を通してどのように社会に貢献できるかを常に考えて、大学改革に取り組まれている。 

 市としては、徳山大学は県東部唯一の 4年制大学として、これまで 16,000人を超える卒

業生を輩出されており、教育研究活動による地域への貢献をはじめ、1,000 人を超える若

者による賑わい、年 18億円の市内経済波及効果の創出等からも、地域の財産、地域になく

てはならない高等教育機関と認識しているところである。 

 

 

（徳山大学の基本情報） 
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（２）徳山大学の課題 

 18 歳人口は 1992 年をピークに減少を続け、2040 年には約 88 万人まで減少すると予想

されており、大学進学率は上昇傾向にあるものの、進学者数は 2017年をピークに減少局面

に突入した。とりわけ地方の私立大学を取り巻く環境は厳しく、2019年度において、入学

定員充足率 100％未満の学校数は全体の 33％を占めている。また、事業活動収支差額比率

を見てみると、地方の中小規模私立大学（在学学生数 8,000人未満）の 46％がマイナスと

なっている。 

 徳山大学においても、スポーツ特待生と留学生が全体の約 6 割を占めていることから、

ほぼ定員は充足できているものの、奨学費が増加し、慢性的に経常収支が悪化しているほ

か、施設の老朽化に伴う将来的な更新費用の負担増により、その持続可能性が懸念される

状況となっている。また、就職率は 90%以上を維持し、3 割程度が県内市内に就職するな

ど、地域の雇用確保に一定の貢献はしているものの、地元や周南広域圏からの入学者の割

合は低位にとどまっており、さらに教員の教育研究シーズや実績等も見えづらく、地域貢

献の効果や認知度が必ずしも十分とはいえないといった課題もある。 

市民からも徳山大学の公立化については、大学としての質的レベルの向上を求める声や

地元の高校生が進学先として魅力に感じているか疑問といった声も寄せられている。こう

した意見については、大学からの情報発信や教育研究活動を通じた地域貢献が十分でない

ことや、それに伴い大学に対する市民の関心が低いことも原因であると認識している。 
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（徳山大学の入学者の詳細と卒業の状況） 

 
 

 
 

 

（徳山大学の収支状況） 

 

 

 

 

（３）公立化の意義、メリット 

 大学は学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、

知的、道徳的及び応用的能力を発展させることを目的とし、国立・公立・私立それぞれの

設置形態の下で、教育研究水準の向上と多様で特色ある発展をしてきた。 
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その中でも、公立大学は、その目的に加え、地方公共団体が設置・管理するという性格

から、地域における高等教育機会の提供と、地域社会での知的・文化的拠点として中心的

役割を担ってきており、今後とも、それぞれの地域における社会・経済・文化への貢献が

期待されている。 

  

先述のとおり、市としては、徳山大学を地域の貴重な財産と認識しており、様々な地域

課題の解決や多様化する行政ニーズへの対応に向けこれまで以上に大学という高等教育機

関を今後のまちづくりに生かして行く必要があり、徳山大学が進められている改革と公立

大学法人のガバナンスによる相乗効果を図りながら、地域における社会・経済・文化に貢

献する新たな大学として、その機能、役割を発揮していくことが可能となると考えている。 

 

公立化は決して大学の救済ではなく、少子化や人口減少により地方や地方大学を取り巻

く環境が厳しくなる中、地方創生や持続可能なまちづくりの推進に向け、産業界も巻き込

みながら、積極的に高等教育機関である大学の役割を再構築することが求められており、

公立化はその有効な“対策”として検討されるべきものと考えている。 

 そして、設置団体として大学運営への関わりが深まり、大学との政策連携が強化される

ことで、大学のリソースを活用してまちづくりにおける様々な課題解決を図り、また、公

立大学としてのブランド力や社会的信頼の向上、学費の低廉化等によって、行きたい大学、

学びたい大学として選ばれ、地域人材の育成、定着にも大きく寄与するほか、企業もその

専門的な知見を積極的に活用することで、経営課題の解決や産学協同研究の促進を図ると

いった、公立化のメリットを十分に発揮していくことができる。 

 

公立化にあたっては、高等教育機関を核としたまちづくりを市と大学が一体となって進

めることとなるため、まずは大学の教育ビジョンや教育研究活動の再構築、地域ニーズに

応じた新たな学部学科の設置や教職員のレベルアップ等、市民にとって目に見える形での

改革を行うととともに、少子化時代においても魅力ある、選ばれ続ける大学としての不断

の努力が必要となる。 

  

なお、全国には、学校法人から公立化した大学が 10 大学あるが、いずれの先行事例にお

いても、公立化後は志願倍率が大幅に上がり、現在も高い水準を維持している。また、福

知山公立大学では、北近畿地域における協働・連携等の拠点として地域社会の発展を目指

す「北近畿地域連携機構 Ｋｉｔａ-ｒｅ」の設立や 2020 年度に情報学部の設置等に取り組

んでおり、長野大学でも、地域人材循環システムと地域課題解決システムを構築する「地

域づくり総合センター」の設立や新たな学部の設置検討を進める等、公立化後に地域連携

を推進する組織や新たな学部の設置をする大学もあり、教育研究力の向上に取り組まれて

いる。 
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（私立大学から公立化した大学） 
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３．大学を生かしたまちづくりの方向性 

市としては、最終的な公立化の方向性は、今後、市民の意見を十分に踏まえ判断してい

くこととするが、現状において、公立化を手段とした大学改革は、市のまちづくりに有効

であると考えており、市が設立を目指す新たな公立大学の大学像を具現化するために、大

学を生かしたまちづくりを目指した３つの方向性を以下に示す。 

 

（１）３つの方向性 

ア．大学を「地域の成長エンジン」とした地方創生 

教育研究資源の活用やシンクタンク機能の発揮、市との政策連携の強化により、

地域に密着した知の拠点、成長エンジンとして、地域政策課題の解決を通じた持続

可能かつ活力豊かなまちづくりの実現に寄与するとともに、多様な企業等との連携

による共同研究や社会実装を行うことで、新たな価値の創造と SDGs の推進に取り

組む。 

また、教育研究を通じて社会に貢献するために設置された「徳山大学地域共創セ

ンター」や産学官連携を図るために設立された「周南創生コンソーシアム」を充実

させ、地域との連携の強化や持続的な発展を推進する。 

イ．地域人材循環構造の確立 

地域の小中学校や高等学校と大学との接続強化、地域の優秀な学生を受け入れる

制度の確立等により、地元進学率の向上を通じた若者の定着を図り、さらに専門的

な学びや地元企業へのインターンシップの充実等を通して、地域の課題解決能力を

備えた人材を育成し、地域社会への還元・定着を図る。 

ウ．若者によるまちの賑わいの創出 

多くの学生がこのまちで学び、教育研究や地域貢献、サークル活動等様々な活動

を行うことで賑わいを創出し、地域経済の活性化、知的・文化的価値の創造、大学

があるまちとしてのイメージの向上を図る。 

 

（２）育成する人材像 

 徳山大学では、開学以来、「個性の伸長を本旨とする「知・徳・体」一体の人間教育を行

う」という教育理念のもと、主体性や高い意欲、世界的視野と問題解決能力を持った人材

の育成に向けて教育活動が行われてきた。 

 今日、市を取り巻く環境は、急激な人口減少や地域社会の脆弱化、災害や感染症への備

え、デジタル化への対応、恒常的な財政難といった多くの課題が山積しており、新たな公

立大学においては、こうした予測困難な難しい状況においても、将来にわたりまちづくり

に大きく貢献する大学、新たな時代を切り開く人材を養成していく高等教育機関としての

使命を果たすため、以下のような、人材育成を目指す。 

 

●正しい倫理観と、多様な価値観への共感を伴ったコミュニケーション能力を有する人材 

●高度な知識と専門性を有し、社会の課題解決に果敢に挑戦し続ける、公共の精神を持っ

た人材 

●地域の視点とグローバルの視点を備え、次世代を切り拓くリーダーシップを持った人材 
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４．公立化による大学改革推進に向けた検討 

 前章で示した新たな公立大学を具現化するための３つの方向性に基づき、大学改革の推

進のための具体的な取組等を示す。 

 

（１）設立団体 

 徳山大学は、旧徳山市が積極的に誘致活動を行ったことにより、昭和４６年に、市が土

地と資金の一部を提供して開学され、以来、約５０年にわたり、旧徳山市、周南市にとっ

てなくてはならない高等教育機関として、市のまちづくりにも大きく寄与されている。 

 公立化にあたっては、こうした経緯や公立化による本市における地域政策課題の解決や

人材育成、経済効果等のメリットを踏まえるとともに、大学運営に関することや、市との

政策連携において速やかに意思決定を行えるよう、市単独で設立を進めるものとする。 

  

（２）地域の定義 

徳山大学は県東部唯一の 4年制大学として、これまで自治体の審議会・委員会への教員

の参画をはじめ、学生によるボランティア活動や高大連携活動等、自治体の枠を超え、広

く地域貢献活動を展開されている。したがって、公立化後の大学が捉える地域は、下松市、

光市等の周南広域圏のみならず、山口県東部とし、自治体や企業等との様々な連携により、

地域全体の発展に努めていく。 

なお、有識者検討会議からのご意見もあり、山口県、下松市、光市へ徳山大学の公立化

の検討に関する情報提供と意見交換を行ったが、山口県は、県立大学を設置し、県全域を

対象とした教育研究、人材育成等を行われていることもあり、徳山大学を公立化するに当

たっては、大学が立地する周南市を中心に公立大学法人の設置が行われるべき、また、下

松市、光市からは、共同設置についての意向は示されていない。 

 

（３）ガバナンスの効果 

市は設立団体として、理事長の選任や中期目標の提示、中期計画の認定、評価委員会の

設置及び評価後の改善項目の是正指導等を通じ、大学の運営をチェックし、経営の責任を

持つ。また、運営費交付金等直接的な財政措置が生じることから、市民や議会への説明責

任を負い、大学における教育研究をまちづくりに結び付けていくインセンティブが強まる

ことが期待できる。一方、大学は教育研究、人事（理事長を除く）・組織、予算執行等に裁

量を持ち、直接、弾力的な組織運営を行うことができる。 

また、公立大学の設置自治体では、大学との政策連携を図る部署を設けるとともに、人

事交流を図り、大学の教育研究資源を活用したまちづくりを進める等、双方向での連携を

深めていることから、先行事例を研究し、効果的な連携を図る。 
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公立大学法人のガバナンスの仕組み 文部科学省資料） 

 

 

 

（４）シンクタンク機能や生涯学習機能の強化 

 公立化によって、地域ニーズに応じた新たな学部学科へ改組し、教育研究力を向上させ

ることで、市のみならず県東部一帯におけるまちづくりのシンクタンク機能を発揮すると

ともに、市のまちづくり総合計画やまち・ひと・しごと創生総合戦略の推進を図ることが

できるよう、緊密な政策連携を図る。 

 組織体制においては、令和 2年度に設置された徳山大学地域共創センターを地域連携、

産学連携のワンストップ窓口として充実させ、これまで以上に幅広く、多様化、複雑化す

る地域課題の解決に取り組む。 

また、人生 100年時代や Society5.0の到来を迎え、社会人をはじめ、あらゆる世代の学

び直しを応援するリカレント教育のプログラムを開発するとともに、市民の知的好奇心を

満たす多彩な市民公開講座の推進にも取り組み、地域に開かれた身近な存在となる高等教

育機関を目指す。 

 

（５）地域人材循環構造の確立に向けて～若者の地元定着～ 

本市では若者の流出、特に若い女性の流出が顕著であり、公立化による学費の低廉化や

地域入学枠の設定、新たな奨学費制度の創設等により、地元進学の機会を提供し、若者の

流出に一定の歯止めをかけることにつなげる。さらには、大学への進学希望者を増加させ

るために、高大接続連携のみならず、小学校や中学校から、大学との関わりを深め、大学

施設の開放や授業・部活動での連携、コミュニティ・スクールへの参画等も積極的に進め

ていく。 
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 また、地元から進学した学生に限らず、他地域から入学した多くの学生を地域内就職に

つなげていくため、すでに徳山大学ではインターンシップを必修化する「地域業界別キャ

リアアドバイザープログラム」や、企業や行政機関等から示された具体的なテーマについ

て企画実践する学習、地域活動に学生を参画させる学習活動に取り組まれており、市とし

ても、こうした取組をしっかりと支援していく。さらに、行政だけでなく、地域全体で大

学、学生を様々な面から支え、地域の活性化へ繋げていくため、周南創生コンソーシアム

等を通じ、産業界や関係機関、団体等と積極的な連携を図るとともに、ボランティア活動

や地域づくり活動への参画により、学生の地域に対する愛着を育み地域内就職につなげて

いく。 

 

（６）多様な連携 

地域の成長エンジンとして、上述のシンクタンク機能の強化により、地域や産業界、教

育機関、他の自治体等との連携をはじめ、現在も取り組んでいる、地域社会の発展と人材

の育成に貢献するための市と徳山大学、徳山工業高等専門学校の三者連携、また、若者の

定着促進等を目的とする大学リーグやまぐち等との連携の強化も図る。 

こうした様々なステークホルダーとの多様な連携を推進することにより、新たな価値の

創造、地域の持続的発展による地方創生の実現を目指す。 
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５．新たな学部学科の設置 

大学改革の中核をなす新たな学部学科の設置に向けて、地域のニーズの把握のために、

市と徳山大学がそれぞれアンケート調査等を実施した。 

徳山大学が県内の高校生約 3,400名を対象にした公立化改組受容性調査（令和 2 年 8 月

実施）によると、経済経営学科、看護学科、スポーツ健康科学科への受験を望む生徒が多

く、全体では入学定員の 1.8 倍の学生が受験の意向を示している。特に情報科学科や看護

学科は入学定員の 2倍以上の学生が「受験したい」と回答し、「受験先として検討したい」

を合わせると 8倍以上となる。 

また、市が実施した大学公立化に係る事業所等アンケート調査（令和 2年 7月実施・120

社）では、地元企業は理工系や商・経営系、経済系の学部を専攻した学生の採用ニーズが

高く、徳山大学に必要な学部としては、理工系や看護・医療系、情報技術系の設置を望む

声が多いという結果となった。 

これらの結果を踏まえ、以下の学部学科の設置を目指すとともに、これらの学部学科を

通じて、大学を生かしたまちづくりの実現を図る。 

 

（１）情報科学部 

経済産業省は 2030 年の IT 人材の不足は 79 万人に拡大すると試算しており、地域にお

いても情報技術系に対する人材ニーズは高いことから、文理融合型の情報科学部に対する

ニーズも今後ますます高まってくることが予想される。この県内初となる文理融合型の情

報系学部の設置により、Society5.0 に向けたデータサイエンティストやシステムエンジニ

ア等の育成を、市のスマートシティ構想、GIGA スクール構想等と結び付け、周南市ならで

はの特色ある政策連携や DX（デジタルトランスフォーメーション）等の推進を図る。 

また、近年、全国的には文理融合型の情報系学部を設置する大学が徐々に増加している

ため、新たな公立大学では、情報処理技術者試験やデータスペシャリスト試験等、取得可

能な資格を明確化し、高度 IT 人材を育成する実践的な教育カリキュラムを提供すること

で、情報リテラシーだけではなく、専門的で特徴のある学部となるよう検討を進める。 

そして、情報科学部等での研究シーズの蓄積により、大学をはじめ、徳山工業高等専門

学校、産業界、行政等が連携して、地元企業の新製品やサービス、ビジネスモデル、新規

事業の創出を図り、社会課題の解決や新市場の創出に貢献するプラットフォームの設置や、

オープンイノベーションの促進による企業の連携強化や技術力・研究開発力の向上、高度

産業人材の育成等を図る。 

 

（２）スポーツ健康科学科 

 スポーツをレクリエーションのみならず介護予防等様々な角度から捉え、心身ともに健

康な地域社会の形成を目指し、市民の健康寿命の延伸や生涯スポーツの推進等を科学的に

アプローチしたカリキュラムを提供するとともに、学生が卒業後の就職をイメージしやす

くするため、保健体育教諭等の取得可能な資格を示し、計画的に学んでいけるカリキュラ

ム等の編成について、大学と協議を進める。 
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また、県内にはサッカーのレノファ山口、市内にはバドミントンの ACT SAIKYO やハンド

ボールの YM GUTS といった国内トップレベルのクラブチームが拠点を置く等、近年、スポ

ーツによる地域活性化の動きが盛んになってきている。地域にクラブチームが存在し、市

民が身近にトップレベルの選手と接する機会が増えることで、競技力の向上をはじめ生涯

スポーツの推進、さらには地域の一体感の醸成等、地域にとって多くのメリットがもたら

される。スポーツ健康科学科では、こうしたクラブ関係者を大学に招き専門的な知識を学

べる講座を開いたり、クラブへのインターンシップで実践的なトレーニングやマネジメン

ト等を学ぶほか、クラブの競技力向上のために教員や研究機器等の大学が持つリソースの

活用など、地域のクラブチームの支援と人材育成を同時に行う包括的なパートナーシップ

を締結することも検討する。 

入学者の確保にあたっては、十分な学力とスポーツにおける優秀な成績を修められた学

生を求めることとしており、具体的な選抜方法については引き続き大学と検討する。 

 

（３）看護学科 

 看護学科については、高校生の進学ニーズが根強くあり、県東部に不在の 4年制の看護

師養成機関を設置することで、リーダーシップを持ち、次世代の育成を担う看護師と保健

師の安定的な人材の輩出を通じ地域医療に貢献する。 

特に新型コロナウイルス感染症の発現により、看護師や保健師をはじめ医療関係者が果

たす役割の大きさが再認識されたところであるが、山口県地域医療構想（平成 28年 7 月）

においても、県東部を構成する周南、柳井、岩国、いずれの保健医療圏においても看護師

の不足が課題として上げられており、将来にわたる看護師の確保は地域にとっても大きな

課題となっている。 

また、看護師と保健師の養成に加え、養護教諭一種免許状の取得等についても大学と検

討する。 

課題としては、徳山医師会が設置する 3 年制養成機関である徳山看護専門学校との役割

分担が上げられるが、徳山医師会との意見交換を重ね、将来的な方向性を協議、検討して

いくこととする。また、実習場所の確保も重要な課題と認識しており、市と大学が一体と

なって最優先で取り組んでいく。 

  

（４）その他学部学科の魅力化 

既存の経済学部は経済経営学部となるが、全体の定員 1600 名に対し 640 名と大きな割

合を占めており、経済学部のさらなる充実、改組が非常に重要となる。 

新たな経済経営学部では、グローバル・ビジネスコースやソーシャル・ビジネスコース、

経営情報コース等複数のコースを設置して、専門性を深め、広い視野を持ち地域で活躍で

きる人材の育成を目指すこととされている。 

福祉系の学科も改組されるが、入学定員は 30名と少なく、現在の人間コミュニケーショ

ン学科では社会福祉士の合格者数も低迷しており、教育内容や育成する人材のイメージを

より具体化することが必要である。社会福祉士は地域からのニーズも高く、看護学科やス

ポーツ健康科学科と連携した特徴のあるカリキュラムを検討し、地域のニーズも捉えた地

域に必要とされる福祉人材を育成する。 
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（徳山大学が将来像で示した学部学科の改組） 

 
 

 

 

（５）将来の課題 

 市や徳山大学のアンケート調査では、周南コンビナートを有する市の産業構造や産業界

のニーズから、理工系の学部新設を求める声が多かった。 

しかしながら、市のヒアリング調査では、多くの雇用を抱えるコンビナート企業が地域

で求める主な人材はプラントオペレーター等であり、山口県内の工業高校から優秀な人材

を多く採用しているとのことであり、研究開発部門においては、大学院等で専門性を養っ

た高度人材を、全国を対象に募集、採用しているとのことであった。 

そのため、公立化の検討にあたっては、人材の需要と供給のマッチングの面から、また

理工系の施設の新設には大きな投資額を要すること等、様々な課題がみられることから、

公立化した場合の将来的な課題と位置づけ、継続的に検討を進める。 

 また、地域の産業界等からの意見も踏まえ、より専門性を有する高度な人材の育成を図

り、地域に還元していくために、大学院の設置についても今後の検討課題とする。 

 公立化後は、選ばれ続ける大学として、市と大学が将来の方向性を共有し、学部学科の

改組をはじめ、時代のニーズに合った、大学の魅力づくりに不断の努力を続けていく。 
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６．健全な財政運営への取組 

徳山大学の公立化の検討にあたっては、市の財政への影響が重要課題の一つであること

から、できる限り具体的、客観的な根拠に基づき、詳細な試算を示した。公立化後におい

ては、自立的かつ健全な運営を持続していくための取組が求められる。 

 

（１）市の財政負担 

有識者会議では、運営費交付金の算定の基礎となる地方交付税の単位費用を、公立化後

10年目まで毎年１％減る場合と、毎年 2％減る場合を想定し、それぞれにおいて入学定員

充足率が 11 年目以降 100％と 90％になる場合を組み合わせた、4 つのパターンでのシミュ

レーションを示した。最も厳しいシミュレーションである、10 年目まで運営費交付金 2％

減少・11年目から定員充足率 90％とするパターン④では、公立化後まもなくは経常赤字が

生じ、3 年間で 9億 4700 万円の一時的な市の財政負担が発生する。しかし、その後は、保

健系・理科系の学科が設置され、学生数も増えていくことから、毎年の収支が黒字化し、

市の負担分も回収され、さらに長期的には金融資産の積立も可能となるなど、中長期的に

は自律的かつ安定的な運営が可能と見込まれる。 

なお、徳山大学は現時点で約 46億円の金融資産を有していることから、新たな学部学科

等の設置に伴う当面の施設整備への投資については対応可能となっている。 

また、新学部学科の校舎整備には、起債（金融機関からの借り入れ）を活用すれば、市

の一時的な財政負担も抑えられる。例えば、新しい看護学科棟の建設費約 25 億円につい

て、金融資産の内 15 億円を充て、残りの 10億円を起債で対応した場合、公立化後の一時

的な財政負担を生ずることなく、また、5 年目以降の黒字分で起債の元利を償還できるこ

とから、大学収支の中で自律的な運営が可能となり、さらに一定の金融資産の積立も見込

まれる。 

 

（パターン④での試算結果：10年目まで運営費交付金 2％減少・11年目から定員充足率 90％） 
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（市の財政負担と金融資産積立額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（看護学科棟整備における 20年償還の起債の活用例） 
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 また、参考として、公立化 30年目以降、老朽化建物を全て建て替えた場合は約 88 億円

が必要と試算しているが、できる限り金融資産の積立により対応していくことができるよ

う、財政状況や必要に応じた計画的な整備を行うこととする。 

いずれにしても、公立大学に対する財政負担のあり方については、あくまでも大学の不

断の努力による自立・安定的な運営を基本としつつも、市として、地域人材の育成定着を

はじめ、政策連携効果や経済効果等を総合的に勘案して、その妥当性を判断すべきものと

考えている。 

 

（２）適切な運営費交付金の交付 

 市には、国から「公立大学を設置・管理するための経費」を基準財政需要額として地方

交付税が措置され、これを財源として市から公立大学に運営費交付金を交付することとな

るが、公立大学を運営している自治体の中には、基準財政需要額に捉われず、大学運営に

必要な経費を交付する自治体もあり、自治体によって対応は様々である。 

有識者会議からも基準財政需要額に捉われず大学の運営に必要な額を市は交付するべき

であるとの意見があったが、市としては、限られた財源において、今後ますます進行する

少子高齢化による社会保障関係費の増大等、市民生活に関わる様々な行政ニーズに対応し

ていく必要がある。 

 したがって、市は設立団体として、運営費交付金についての考え方をまとめ、公立大学

法人と交付のルール化や透明性の確保に努めつつ、適正な収支バランスを実現するととも

に、将来的な施設設備の更新経費に対する資産の積立を目指す。 

 

 

（運営費交付金の仕組み等） 
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（３）制度の活用と基金の創設 

 公立化した大学の収入の主なものは学生納付金や運営費交付金となるが、あわせて市に

おいては、大学の運営や学生を支援するふるさと納税制度をはじめ、まちの活性化につな

がる先導的な施設整備等を支援する地方創生拠点整備交付金や地域貢献・地域連携を主た

る目的とする公立大学等の施設整備のための地域活性化事業債等の活用を適宜検討し、収

入の確保及び支出の抑制に努めていく。 

また、大学に関わる退職手当や教育研究助成、施設整備、用地取得等のための基金の活

用についても検討を行い、大学においても、寄附の規模拡大や企業等からの研究受託、科

学研究費補助金の獲得による自己収入の確保を目指す。 

 

４）「見える化」データの公表義務 

私立大学が公立化した場合、「経済上の影響分析及び公立化の効果の「見える化」に関す

るデータ」の公表が義務付けられ、経営見通し（収益性）に関する指標として、行政サー

ビス実施コストを人口で除した「地域住民一人当たりの負担額」を記載することとなって

いる。加えて、総務省のホームページでは、公立化後の設立団体の財政上の影響として、

運営費交付金決算額等の歳出全体決算額に占める割合や経常収支比率、健全化判断比率等

についてもあわせて掲載している。  

これは市における公立大学運営の透明性を図り、市民への説明責任を担保するためのも

のであり、国からは公立化後、常に健全な大学運営を図っていくことが求められている。 
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７．公立化に向けた課題 

 公立化にあたっては、将来のリスクを正しく認識・評価したうえで、そのリスクをマネ

ジメントするために市と大学が一体となって取り組む覚悟が必要であり、ビジョンの明確

化やその実現に向けた全学的な改革が求められる。特に以下の課題については、市と大学

が共通認識を持ち、その解決に向けた継続的な取組を進めていかなければならない。 

 

（１）優秀な教職員の確保 

 公立化後は、新たな学部学科の設置を含めた改組を行うが、大学の教育研究力の向上、

また、大学の質を担保するため、教職員体制の強化が必要である。そのため、大学におい

ては、KPI 等に基づいた人事評価制度や教職員のキャリアアップ方策の確立のほか、大学

教員や事務・技術職員の資質向上に向けた実践的研修により教育改革、組織改革を推進す

る等、教職員が一体となって大学改革を進めていくことが期待される。 

また、特に情報系や看護系の学部学科では全国的に人材不足が問題となっていることか

ら、核となる優秀な教員を早期に確保し、いかに充実した教員体制を準備するかが重要と

なるため、必要に応じて大学と協働し、全国の大学、企業、関係機関等と連携した効果的

なリクルートを行っていく。 

 

（２）学生の確保 

 国においては、大都市圏への過度な学生集中の抑制策が進められているが、18歳人口が

2040 年には約 88 万人まで減少すると予想されるなか、少子化が顕著な地方の私立大学に

とってはさらに厳しい時代を迎えることとなる。 

有識者会議では、公立化ブランドによる訴求力の向上や授業料の低廉化、地元高校生に

対する就学支援等、公立化による学生確保のための様々なメリットについての意見があっ

た一方、類似した学部学科を持つ他大学との競争激化等の課題も挙げられた。 

 新たな公立大学では、高等教育機関として質の高い教育研究がなされ、学生にとって魅

力があるとともに、卒業後の就職をイメージできる特色のあるカリキュラムを提供するこ

とによって、進学ニーズを高め、将来にわたり学生を確保していくことが必要となる。そ

のため、社会のニーズを的確にとらえ、更なる学部学科の改組に取り組む等、大学改革に

取り組むほか、市と大学だけでなく、「周南創生コンソーシアム」等、産学官連携による地

域連携プラットフォームを構築・強化し、産業界や地域団体とも一体となって大学の運営、

教育研究活動を支援していく。 

 

（３）新学部学科についての計画的かつ着実な準備 

新たな学部学科の設置については、前々年度末までに文部科学省に申請しなければなら

ず、それまでに教員体制を速やかに整えるとともに、カリキュラムの編成や校舎の設計、

教育研究用の機器備品の検討、進学ニーズの調査等、様々な事前準備が必要となる。 

公立化 2年後に複数の学部学科を設置するには、こうした事前準備に加え、必要な施設

設備等の早期発注・整備や認可後の学生募集の広報活動等も含め、限られた時間の中で計

画的かつ着実な準備を行っていかなければならない。 
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（４）市との政策連携に向けた仕組みづくり 

 公立化によるメリットを最大限に発揮するためには、市と大学との連携を強化し、大学

が持つ教育研究資源と市や地域の課題を両者が共有し、協働して解決できる仕組みを構築

することが必要である。 

 そのため、大学の教育研究機能を活用して地域課題を解決していくことを市の計画や大

学の中期目標において明確に位置付けるとともに、大学との政策連携の窓口機能を整備す

る。また、大学が設置している「徳山大学地域共創センター」の機能を強化するとともに、

市と大学との人事交流により、政策連携の強化を図る。 

 

（５）その他 

 徳山大学の将来像では、「周南市学生スポーツ連盟を設置したことを契機に、学生スポー

ツの在り方を再考する」また、「令和 2年度上半期中に留学生の在り方を見直す」との方針

が掲げられた。スポーツについては、奨学費制度を全廃し、十分な学力を有したうえで、

優秀なスポーツ成績を修めた高校生を求めるとしており、留学生については、大学のグロ

ーバル化に重要な意義があることから、募集のあり方を見直すとされている。今後、市と

しても大学と協議し、公立大学としての学生スポーツのあり方と留学生の募集方法を検討

していくこととする。 

 また、中心市街地へのキャンパスの整備については、まちの賑わいの創出や、経済の活

性化にも大きく寄与することが期待されるが、相当な費用が必要と考えられることから、

現段階では、あくまでも、現在のキャンパス内での整備を基本とし、将来において検討す

ることとする。 

あわせてコロナ禍において、全国の大学の講義がリモートで行われることとなったが、

今後デジタル化の進展やポストコロナの時代では、大学の運営も、こうした形を効果的な

手法として活用される場面も増えてくることが予想されることから、時代に合った学びの

形態を模索していかなければならない。 
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８．公立化前後のスケジュール 

 徳山大学公立化前後のスケジュールとしては、公立化の前年度に市では山口県に公立大

学法人設置認可申請、徳山大学では文部科学省に大学設置者変更認可申請を行うこととな

る。また、2 年後に情報科学部や看護学科等の新学部学科を開設するためには、開設の前々

年度末に新学部学科設置認可申請を行わなければならない。 

 市としては、公立化に対する市民の皆さまからの意見を十分に踏まえ、最終的な市とし

ての方向性を決定していくこととする。 

 

 

（公立化前後のスケジュール） 

 


